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1 .「覚え書jと関税改革運動

服部正治

55 

アルフレッド・マーシャルの「国際貿易の財政政策に関する覚え書（1903年）J (Alfred 

Marshall, Memorandum on Fiscal Policy of International Trade (1903), in J.M.Keynes 

ed., Official Pαpers by Alf red Mαrshαll, Macmillan, 1926.服部正治・藤原新訳（上）

（中）（下）『立教経済学研究』第47巻2' 3号、 48巻 1号， 1993,94年。以下「覚え書」と呼

ぶ。引用の際には本文中に節番号をしるす）が， 1903年に開始されたジョゼフ・チェムパレン

(Joseph Chamberlain）の関税改革運動を批判するために書かれたことはよく知られている。

チェムパレンは囲内産業の保護と帝国特恵とを結合して， 19世紀中葉以降イギリスで行なわれ

てきた自由貿易政策の根本的見直しを訴えた。 1903年の関税改革運動においてチェムパレンが

提唱した帝国特恵 (ImperialPreference）とは，（1）外国産穀物（とうもろこしは除く）に 1

クォーター当たり 2シリングの輸入関税を課す，（2）外国産肉類（ベーコンは除く） ・酪農品に

従価 5%の輸入関税を課すことを中心としていた。この場合，植民地産の穀物，肉類，酪農品

については関税が免除されるから，新たに課せられるこれらの関税分だけ植民地産財に特恵が

与えられることとなる。そしてチェムパレンは，本国からのこうした特恵供与に呼応して，植

民地からも本国製造品に対する特恵が与えられることを期待し，そのうえで帝国内でのさまざ

まな分野の連合が進むことを目的とした。こうしてチェムパレンの関税改革運動は，帝国特恵

を基礎とする帝国連合 (ImperialFederation）の実現を一一国内産業の保護とともに一一ーそ

の重要な目的のひとつとしていた。

1903年でのチェムパレンの帝国連合実現の構想は，以下の彼の言葉によって理解できる。す

なわち，「関税改革論者は，わが植民地との特恵的ならびに相互的協定（preferentialand re-

ciprocal arrangements）によって，帝国内貿易の大発展と通商同盟（acommercial union) 
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へのいっそうの接近とを確保するということの可能性の方が，［外国産製造品に対する輸入関

税賦課による内外での公正な競争の確保よりも］より重要だと考えている。そして，なんらか

の形での通商同盟は，いっそう緊密な政治的関係（closerpolitical relations）に先行するか，

もしくはそれを伴うかするにちがいなく，過去の歴史が普く示すように，通商同盟がなければ

いかなる永続的な協同（permanentco-operation）も不可能である」 I）。この場合，帝国連舎

とは，政治上（political），通商上（commercial），そして防衛上（defensive）の連合・同盟

を含む，最も広い意味での帝国の結合を意味するから 2），このチェムパレンの言葉は，政治上

の帝国連合（上の言葉では「いっそう緊密な政治的関係」）のためには，通商上の連合（上の

言葉では「通商同盟」）が前提であり，通商同盟の基礎は帝国特恵（上の言葉では「わが植民

地との特恵的ならびに相互的協定」）であるとの立場を表明するものであった。そして，帝国

特恵を基礎とする通商同盟の実現を前提にして，政治上・防衛上の連合が可能となり，総体と

しての帝国連合（上の言葉では「永続的な協同J）が実現するというわけである。

このようにチェムパレンの関税改革運動が帝国連合の実現を目的のひとつとしていた以上，

それを批判したマーシャルの「覚え書」に帝国論が含まれるのも当然であった。「覚え書」で，

マーシャルは「帝国統一は高速な理想、であるjことを認める。だが，チェムパレンのいう帝国

特恵による「イギリス帝国の通商連合」という手段では，帝国内部で「失望と摩擦」がもたら

され，こうして帝国連合の理想が画餅に帰すだけではなく，「帝国統ーよりもさらに高遠な理

想であると思われるアングローサクソンダム連合」の実現が阻害される，というのがマーシャ

ルの結論で、あった。本稿は こうした帝国統一・帝国連合よりも高速な理想とされる「アング

ローサクソンダム連合」実現を企図するマーシャルの帝国論の意義を， 1903年のチェムパレン

の関税改革運動への批判として位置付けながら検討しようとするものである。なお本稿は，す

でに発表した「マーシャル「覚え書」と関税改革論争」（『立教経済学研究J第48巻2号， 1994

年）の続編として書かれている。

2開チェムパレンの帝国連合構想

1903年のチェムパレンの関税改革運動における帝国連合論は 帝悶特恵を基礎にする通商同

盟を前提に，政治・防衛連合を通じて，帝国連合という理想に到達するという構想をもつもの

であったが，この構想については以下の二点を指摘しておきたい。（1）帝国通商同盟という，帝

国連合を実現するための前提の中身が，じつは，以前の彼自身の構想からから見れば変化した

1 ）この文章は， JosephChamberlain, Imperial Unionαnd Tariff Reform, Speeches deliv-

ered from Mαy 15 to Nov.4, 1903, London, 1903のチェムパレン自身の序文 (1903年11月9日

付け）の一部である（p.ix）。

2 ）木村和男「大不況期のイギリス帝国連合と植民地」（『西洋史研究』第 5号， 1976年） 2ページ。
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ものであった。（2）帝国連合を実現するために通商ヒの連合を前提とするという構想自体が，通

商上の連合は困難と考えて政治・防衛上の連合を前提にした帝国連合構想とは，はっきり対立

するものであった。そしてこの点については彼の構想は変化していない。

( 1 ) 「帝国関税同盟J構想（1896年）

チェムパレンは1895年に統一党第三次ソールズベリ内閣の植民相に就任した。そして翌96年

6月9日，ロンドンで聞かれた第三回帝国商工会議所会議の席上，帝国各地の代表者を前にし

て以下のように演説し，「帝国関税同盟（aBritish Zollverein or Customs Union）」構想を

提唱した。すなわち，本国，植民地を問わずほとんどすべての会議所の決議が，本国・植民地

聞のいっそうの統合と緊密な同盟の方向を支持しているのは重要である。統合と同盟の中身は，

帝国内での通信の改善，帝国内郵便の拡大と廉価化，帝国内商業を規制する荷法上の統合，帝

国協議会の設立等多岐にわたる。だがそれぞれに重要なこうした提案も，帝国の通商同盟に比

べれば小事にすぎない。「通商上の問題が一度満足のいくように解決されれば，上に述べたす

べてのことは，当然にもそれに伴って後についてくる」。帝国防衛も例外ではない。というの

は，帝国防衛とは帝国通商の保護に他ならないからである。「帝国通商同盟の確立は，最高に

人を奮い立たせる理想［である帝国連合］の実現のための第一歩であるだけでなく，決定的な

一歩でもあるJ3）。

以上の議論から確認できるように，帝国連合実現のための決定的な礎石は帝国通商同盟なの

であり，政治・防衛上の連合は通商上の連合が形成されれば，まきに「後についてくる」と考

えられたのである。したがって帝国連合実現の道筋として，通商同盟を重視するという点では，

チェムパレンの構想は1896年から1903年にかけて変化はない。

チェムパレンはさらにこう続ける。現在において，帝国連合という「目的を達成するための

手段」としての帝国通商同盟には，三つの型が考えられる。第ーは，植民地が彼らの財政制度

を放棄して，イギリスの財政制度，つまり自由貿易を採用するというものである。こうして植

民地は，イギリスのみならず全世界に市場を開放し，また現在国家歳入のきわめて大きな部分

をなす保護関税を全面的に放棄することになる。だがこうした提案は，「世界同盟（cosmo-

politan union）」をめざすものではあっても，帝国貿易自体に特別の利益を与えるものではな

いし，さらになによりも，植民地がそれを採用するはずはない。

第二は，第ーの提案と反対に，イギリスがその財政制度を放棄し，植民地は外国財ならびに

イギリス財の双方に関税を課す絶対的な自由をもっ，というものである。この場合，イギリス

は外国産食糧・原料に関税を課し，植民地産には関税を免除することが求められるのに対し，

植民地はイギリス婦に「小額の特恵」（＝イギリス財への現行関税のわずかの軽減）を与える

3) C.W.Boyd吋， Mr.Chαmberlain's Speeches, Vol.I, London, 1914, pp.366 368. 
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ことが要求される。こうした提案は，イギリスにとっては「一方的な議論jであり，とても議

会の承認を繰られるはずはない。イギリスの貿易額は非常に大きいから，植民地が本国に与え

る小額の特恵、がもたらす利益は，それから見れば小さなものにすぎない。またイギ、リスの労働

者階級が，わずかな利益と思われるものと引き替えに，食糧・原料への関税という現行財政制

度の「草命的変化」を認めるとは思えない。

こうして第三の提案が現実的な道である。それは「イギリス帝国関税同盟」である。これに

よって「イギリス帝国内自由貿易 (f即日 tradethroughout the British Empire）」がただち

に行なわれるが，本国・植民地のそれぞれは外国財への関税については自由に取り決めをする

ことができる。ただしこの場合，穀物，肉類，羊毛，砂糖など，植民地で大量に生産されるよ

うな財の外国からの輸入に対して，イギリスが「中位の関税」を課すことが求められる。つま

り，こうした食糧・原料に対する帝国特恵と引き替えに，植民地はイギリス財に対する保護関

税を廃止し，帝国内自由貿易が実現されるのである。

以上のように1896年においては，チェムパレンが提唱した通商同盟とは，食糧・原料に対す

る帝国特恵を基礎とする帝国内自由貿易の実現を目指すものであった。そしてこうした「帝国

関税同盟」が，イギ、1）スにとっては外国産食糧・原料に対する関税の賦課，植民地にとっては

イギリス財に対する現行の保護関税の除去という，双方の譲歩の下に実現されるという意味に

おいては，また「帝国関税同塑jによって，一挙に 3億人を越える規模の巨大な自由貿易市場

が形成されるとともに，植民地にとっても彼らの農産物に対して本国の「ほとんど際限のない

市場」が特恵を賦与されて聞かれるという意味においては，チェムパレンの言うように「双方

の側でギブ・アンド・テイクJがなされることになるのであった 4）。

( 2 ) 「帝国関税同盟の夢j サー・ロパート・ギッフェン

ところが「帝同関税同盟」構想は，植民地においても本国においても広い支持を集められな

かった。「帝国関税同盟」構想、が支持を得るためには，帝国連合実現のための決定的な礎石と

して通商同盟を重視するという，いわば方法にかかわる点と，通商同盟の内容自体一ーしたがっ

て帝国関税同盟←ーにかかわる点という，二つの障害を越える必要があったのである。その後

の各政党，商工会議所会議等での「帝国関税同盟」構想、をめぐる論議については，桑原莞爾，

関内隆，木村和男氏らの研究5）に譲りたいが， 1897年6月からの第二回植民地会議において，

4 ) Ibid., pp.368-371. 

5 ）桑原莞爾「1907年帝国会議と「通商同盟」構想」（熊本大学『法文論叢』第33号， 1974年），同

「「大不況J期におけるイギリス帝国連合運動J（吉岡昭彦編『政治権力の史的分析j御茶の水書房，

1975年，所収），向「「大不況」期のイギリス関税改革＝帝国連合運動J（熊本大学『法文論叢j 第

39号， 1977年），同「1890年代のイギリス帝国貿易論（上）（下）」（熊本大学『文学部論叢』第 5,

17号， 1981,85年），同「「エドワード期J経済と関税改革論争」（桑原・井上巽・伊藤昌太編『イギ

リス資本主義と帝国主義世界』九州大学出版会， 1990年，所収入関内陸「チェンバレン・キャンペー
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「帝国関税同盟」に対する以下のような批判が植民地側からなされていたことに注目しておき

たい。すなわち，（1）帝国内自由貿易は，イギリス製造品の流入によって植民地工業に打撃を与

える，（2）.植民地はイギリス財への関税収入を主要な歳入源としているから，帝国内自由貿易は

植民地の国家財政を破綻させる，というのである 6）。さらに1902年6月からの第三田植民地会

議においても，糟民地の現在の状況下では，母国・自治領問に全般的自由貿易体制（general

system of Free Trade）を採用することは実行不能である，との決議がなされた 7）。つまり，

「帝国関税同盟」構想が含む帝国内自由貿易への植民地側の批判はついに解消できなかったの

である。

また本国においても帝国連合への気運は高まったものの，その実現の手段としての通商同盟

については，自由貿易政策がなお支配的な位置を占めていたがゆえに抵抗が強く，したがって

「帝国関税同盟」構想への支持は広まらなかった。ここで， 1902年に発表されたサー・ロパー

ト・ギツフェン（SirRobert Giffen）の「帝国関税同盟の夢」（TheDream of a British 

Zollverein, Nineteenth Centuryαnd After, May 1902, in Giffen, Economic Inquiriesαnd 

Studies, Vol. II , London, 1904.引用ページは本文中に記す）を取り上げて検討したい。「帝

国関税同盟の夢jは，「帝国関税同盟」構想への批判として当時話題を呼んだ論説である。ギ、ツ

フェンは統一党自由貿易派に属したが，『エコノミストjの副編集長，『王立統計協会雑誌』の

編集長をつとめ，また商務省の統計局長でもあった。

ギッフェン自身は帝国連合の必要を十二分に認めるものであるが，通商同盟が帝国連合とい

う目的達成の礎石となるという立場はとらない。彼の帝国連合実現の方法にかかわる立場は次

の言葉に表れている。すなわち，「［帝国］連合は主として，政治上の変化によって一一ただし

適切になされうる場合には通商上の協定によって助けられるが一一実現されるべきものであっ

て，現在盛んに論議され国民がまさにそう考えているような，「帝国関税同盟」もしくは母国

と植民地との聞の「特恵的j協定といったような通商上の協定によって実現されるべきもので

はない， c私は考えるJ(pp.387-388）。

ギッフェンによれば，「帝国関税同盟」が真の意味での関税同盟，すなわち，アメリカ合衆

国の諸州聞の，またドイツ帝国の諸邦間のような通商同盟を望むものならば一一そこでは共通

の商法，通貨が存在し，「さらになによりも，内部での障壁が全面的に除去されるとともに，

世界の他の地域に対する単一の関税障壁（asingle Customs barrier）が存在するj一一一，本

ンにおける「特恵」と「保護」」（岩手大学『文化論叢』第1輯， 1984年），木村和男，前掲論文，同

「19世紀末のイギリス帝国における特恵関税論争の一局面」（『社会経済史学』第57巻 3号， 1991年），

向「1897年植民地会議におけるイギリス帝国再編論争」（浜田正行編『20世紀的世界の形成』南窓

社， 1994年，所収）。

6）関内，前掲論文， 99ページ。 C.J.Fuchs, The Trαde Polιcy of Greαt Britainαnd her 

Colonies since 1860, translated by Constance H.M. Archbald, London, 1905, pp.379 380. 

7）関内，前掲論文， 101ページ。
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来的に実現は困難である。たとえ帝国内に中央政府ができて通商問題を扱うにしても，①帝国

の各部分が海で隔てられているという物理的理由から，関税同盟による利益が十分ではないた

めに一一関税障壁の不便が最も強く感じられるのは長い国境線をもっ陸続きの諸国の場合であ

るー一一，⑨人種，経済・財政制度の多様性から単一の関税制度をもつことが不可能なために，

③しかも関税同盟に不可欠な構成国間の「共通財源」制度が実施不能なために，まさに「帝国

関税同盟」は夢なのであった（pp.390-393）。

したがって現実に提案されるものは，「関税同盟Jといっても，本来の意味での関税同盟で

はありえない。実際には，「帝国内部での［関税］障壁をそのままにしておいて（leaving the 

barriers inside the Empire intact），外国に対して設定される帝国の関税障壁jのことなの

である。「帝国内部での［関税］障壁をそのまま」にしておく以上，本来の意味での関税同盟

の不可欠の要素である帝国内自由貿易はありえない。それを「関税同盟」というのは言葉の濫

用である。それゆえギッフェンによれば，実際の通商同盟は関税同盟ではなくて，「植民地と

母国との間の相互主義原則に基づく通蕗条約」ということにならざるをえない。そしてこの場

合の相互主義原則とは，母国・植民地聞の，また植民地問での差別的関税一一つまり，外国産

財への関税よりも低い関税一ーなのである。そうであれば，こうした「相互主義原則に基づく

通商条約」がもたらす経済的結果は明らかにマイナスであった。すなわちそれは，帝国の各部

分の貿易の一部を自然な水路から「転換させ（todivert)J，「帝閏内部で［以前には外聞と行

なわれていた］その貿易をこれからはより大きな費用で行なう」ことになる。つまり，経済統

合による貿易転換効果（tradediversion effect）が生まれるのである（pp.394-395)0 

しかもギッフェンによれば，「植民地と母国との間の相互主義原則に基づく通商条約」がも

たらす帝国外諸国への影響はきわめて深刻で、ある。すなわち，外国産食糧・原料に差別的関税

を課せば，とりわけ「われわれが最も友好的な関係をすすめたいと願う合衆国」との不和は避

けられないし，アメリカでの「政治的憎悪の激化のためにわれわれは必ず損失を被るであろう」。

というのは，イギリスの対帝国外貿易は帝国内貿易の約3倍（イギリスから植民地への輸出 1

億200万ポンド，イギリスの植民地からの輸入1億1000万ポンド：イギリスの外国への輸出 2

億5200万ポンド，イギ、リスの外国からの輸入4億1300万ポンド）にのぼり，植民地が外国の地

位に取って代る見込みは数世代はないからである。植民地が外国の地位のほんの一部に取って

代るためだけでも，「植民地のインダストリの状態の徹底的な革命」と，植民地人口の途方も

ない増加が必要になろう。さらにいかに帝国が統合されても，イギリスは多くの財を外部にー一一

スペインに鉄鉱石を，オラング領東インドに錫を，合衆国とスペインに銅を，合衆国に綿花を一一

求めざるをえないのである。したがって，差別的関税によって外国に不利なあっかいをして

報復措置を呼び起こし，外国市場へのアクセスを自ら困難にすることは避けるべきなのである

(pp.396 397）。

さらに現在の状況において問題なのは，帝国連合という大義が保護政策と同一視されて，こ
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のため自由貿易論者が，自己の理念の放棄か，帝国連合の推進かの選択を迫られていることだ。

これは望ましい選択ではない。「帝国連合の通商政策が保護主義のものであろうが自由貿易の

ものであろうが，連合自体は政治上の理に適った理由からして善なのである」。にもかかわら

ずこうした好まし〈ない状況が坐まれているのは，「植民地の求めているものが，連合という

手段による保護であって，連合自体ではない」からである。「植民地は母国からの「最展J，つ

まりなんらかの利益を求めているが，それは帝国連合のためではなくて，彼らが保護自体を求

めるからである」（p.398）。

ここでギツフェンは，植民地にとっての最大の貿易相手国であるイギリスが行なってきた自

由貿易政策によって，植民地がこれまでいかに大きな利益を得てきたかを認識すべきことを強

調する。結局彼の立場は，「自由貿易帝国（aFree Trade Empire ）」の維持であった。すな

わち，母国と植民地の聞で協議すべき第一の点は，帝国政策として自由貿易をとるか保護主義

をとるかという問題である。そして「譲歩すべきなのは植民地で、あって母国ではない」のであっ

た（pp.400 401）。つまり， 1896年6月9日のチェムパレン演説でふれられた，通商同盟の三つ

の形態のうちの第一をギッフェンは主張したのである。

( 3 ) 「帝国特恵」提案（1903年）

さて1903年5月15日のパーミンガム演説において チェムパレンの帝開通商同盟をめぐる議

論ははっきりと転換する。すなわち，「帝国関税同盟」構想は放棄され，そこでの不可欠の要

件であった帝国内自由貿易に代わって，植民地の現行関税制度を基礎とする「帝国特恵」政策

が提案されたのである。ギツフェンの言うように，帝国内自由貿易を伴う「帝国関税同盟」構

想は「植民地と母国との間の相互主義原則に基づく通商条約」に転化したわけである。こうし

た転換をもたらした背景には，植民地側の帝国内自由貿易への強い反対と，本国内での帝国特

恵・保護主義勢力の運動の高揚とが，「帝国関税同盟j構想にみられたチェムパレンの自由貿

易利害との妥協の意図一一一すなわち帝国内自由貿易一ーを断念させたという事情があった8）。

さらにチェムパレンに帝国特恵を提案させる促進要因となったのは，ボーア戦争の臨時財源

として蔵相 M ピックス・ピーチが1902年4月に導入した 1クオーター当たり 1シリングの

穀物登録関税であった。これによって，（植民地産穀物を関税免除にすれば）帝国特恵の手段

として使う条件はできたのである。さらに1902年の第三田植民地会議では，帝国内自由貿易体

制の採用は不可能としながらも，同時に，帝国内部での特恵の拡充が決議された。すなわち，

「帝国内貿易を増進するという見地から，特恵政策をいまだ採用していない植民地は，その状

況が許す範囲でイギリス商品に対しでかかる措置を講ずることが望まれる」， また「自治領首

相は，イギリス本国において現在謀せられているあるいは今後課せられる関税の免除・軽減に

8）関内，前掲論文， 101103ページ。
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上って，植民地産品に対して特恵措置を供与するように母国政府に要望する」という決議がそ

れである。こうした状況を背景にーーなおさらに付け加えれば， 1903年3月に新蔵相 C.T.リッ

チーによって，前年に導入された穀物登録関税の廃止が決定され， A.J.パルフォア内閣の意

見の不一致が醸成きれるなかで－，チェムパレンは地元パーミンガムで帝国連合実現のため

の新たな構想を表明したのである。

この演説でチェムパレンが強調したことは，（1）ボーア戦争において植民地がおこなった貢献，

(2）カナダを先頭に南アフリカ，オーストラリア，ニュージーランドが示した本国に対する特恵

供与の意向と，本国からの相互的特恵供与への要望で、あった。特にカナダは1898年には自発的

に25%の特恵を本国に与え 9) さらに1900年にはそれを 33.3%に拡大した。そしてカナダは

1902年の植民地会議で， 1クォータ－ 1シリングの穀物登録関税を払い戻しするならば，いっ

そうの特恵供与を検討することを表明する一方，本国がそれに応える互恵措置を行なわない場

合には，これまでの特恵供与を見直すと言っている。イギリスは，「わが植民地がわれわれと

の連帯（solidarity）をあらわすために踏みだした第一歩」を十分に評価しなければならない。

そのためには，現在の一方的な自由貿易（他国の対応の如何に拘らず，イギリスは自由輸入を

行なう）体制を放棄する必要がある。この体制の下では，イギリスは植民地に対していかなる

種類の特恵も与えられず また植民地が本国のみに特恵を与えた場合に外国から報復がおこな

われても，植民地を守れない。

こうしてイギリスのとるべき道は，「われわれ自身の子供たちと特恵・相互条約を結ぶ」こ

とである。すなわち，「現在なんらかの犠牲を払っても，植民地と大ブリテンとの聞の貿易を

維持するために，さらに外国の競争相手との貿易をいくぶん減らす結果になっても，植民地と

の貿易を増大させ推進するために，できるかぎりのことをする」，というのがパーミンガム演

説の眼目であった。そしてこの場合にも，通商同盟が帝国連合の礎石をなすという立場に変わ

りはない。「貿易と通商問題は最も重要なもののひとつである。この問題が満足のいくように

解決されなければ，私としては，継続的な帝国の同盟の存在を信じられないj!O）。以上のよう

に，帝国内自由貿易を伴う「帝国関税同盟」構想、は放棄され，現行もしくは今後課せられる関

税の免除・軽減という形での「帝国特恵Jを中心とする，帝国通商同盟が計画された。そして

1903年10月6日のグラスゴウ演説で明らかにされる本国側からの特恵提案の中身が，第 1節で

ふれたように，穀物，肉類・酪農品一ーさらにはワイン，果実一ーへの関税免除・軽減であっ

た。

9 ) 1897年のカナダのフィールデイング関税は，本国に対して12.5%の特恵を与え，そして翌98年から

はそれを25%に拡充するものであった。ただし，これに込められたカナダ但ljの意図，特に首相ローリ

エの意向は単純に帝国特恵に収飲するものではなく，「自治領ナショナリズムJに裏打ちされたもの

であった。木村「19世紀末のイギリス干青国における特恵関税論争の一局面」（前掲）を見よ。

10) Chamberlain, op. cit., pp. 5, 7 8, 11-12, 14 17. 
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3.アシュレイの帝国連合論

以上のような帝閏連合構想をその一部とする，チェムパレンの関税改輩運動を積極的に支持

した一人がアシュレイ（W.J.Ashley）であった。本節では彼の帝国連合論を，特に帝国内で

の本閏・植民地聞の産業上の分業体制についての彼の議論に焦点を当てて検討する。この点は，

拙稿「マーシャル「覚え書」と関税改革論争J（前掲）でも指摘したように，アシュレイがイ

ギリスの経済的衰退について深い危機感を表明していたことを考えれば，さらに次節で検討す

るマーシャルの帝国論を検討するうえでも重要だと思われる。アシュレイは1888年トロント大

学教授就任以降，ハーヴァード大学を経てーーしたがってカナダの帝国問題への対応，アメリ

カの保護主義の実態などを直接に見聞して一一， 1901年からチェムパレンを名誉総長とするパー

ミンガム大学商学部の教授であった。彼はチェムパレンの要請で『関税問題j(The Tari/ f 

Problem, London, 1903. 1904年に初版への批判に答える形で新しい章が加えられた。以下で

は第4版(1920年）をもちいる。該当ページは本文中に記す）を書き，積極的に関税改革論争に

参加した。『関税問題j第6章は「帝国独立と帝国内依存の政策（APolicy of Imperial Inde-

pendence and Inter-Dependence）」と題されているが，この表題こそ彼の帝国連合についての

基本的立場を象離している。

アシュレイは現在の焦眉の問題は，「イギリスの産業を安定した基礎におき，同時にイギリ

ス帝国を統合する」ことにあると考える（p.iii）。イギリスの外国貿易のうち，帝国外と帝国

内の比率は 3: 1である。しかしアメリカ ドイツを中心とする欧米諸国が保護政策によって

イギリス製造品への門戸を狭め，きらにダンピングによってイギリス関内市場にまで深く侵入

している現在，帝国市場の意義は数字以上に重要で、ある。また，ヨーロッパの工業諸国やアメ

リカへのイギリス製造品の輸出はこの30年間に大きく減少したが，カナダ，オーストラリア，

南アフリカ等「ヨーロッパ文明」をもっ植民地への製造品輸出は対照的に急増し，後者は前者

の約三分の二に達している（p.143）。

さてアシュレイは自らのカナダでの経験に基づいて 「わが植民地の同胞にわれわれと共通

の利害を感じさせるようななんらかの政策が考案されないかぎり，帝国は解体するjと確信す

るようになった（p.204）。それは直接には，チェムパレンも述べたように， 1897年のフイール

デイング関税によってカナダが自発的に（つまり，母国からの互恵措置なしに）母国に特恵を

供与したにもかかわらず，さらにはボーア戦争の中で母国を助けようという植民地の愛国心が

初めて沸きあがったにもかかわらず イギリスが1902年に穀物登録関税を一一一植民地にたいす

る特別の配慮なしに一一導入したことに起因する。ここから横民地側の態度は変化した。「血

の粋とイギリスの無関税での輸入許可政策とへの返礼に，母国に対して自発的に特恵を与える」

という立場を離れて， 1902年の植民地会議の決議に見られるように，「特曹、は相互的であるべ
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きだJという立場に移行した（pp.146-148）。そして「もしイギリスが［特恵供与を］臨路すれ

ば，カナダは間違いなくよそを向くであろう」。カナダはアメリカに接近せざるをえなくなる。

「それは，カナダとの帝国的鮮に関するかぎりでは，終わりの始まりとなろう」（pp.208-209）。

総じて，現状のままでは「槽民地はますますイギリスから経済的に離反しJ，ヨーロッパ諸国

の例にならって「必要とする物をすべて自分自身で製造しようと努めるであろう」（p.156）。

きてチ.I.ムパレンの提案では，イギリスが植民地に与える特恵、は穀物・肉類・酪農品等の農

産物がその対象であった一一原料への関税は提案されなかった一一。そしてアシュレイの議論

も基本的にチェムパレン提案に沿っている。では植民地が母国に与える特恵の内容はいかなる

ものなのか。チェムパレンの「帝国関税同盟」構想、が破綻したのも，その一部をなす帝国内自

由貿易は関税収入を激減させ，また製造業に打撃を与えるという理由で植民地からの反対を受

けたためであり，帝国特恵の内容には，母国・植民地のそれぞれが抱く自国産業の育成・発展

の意図が込められているのである。さて現在，植民地では間接税制度が普及しており，直接税

に切り替えるのは容易でない。したがってカナダ，オーストラリアでは，歳入目的の関税で、あっ

てもそれは高率にならざるをえず＼「かなりの保護効果をもっ」ことになる。それゆえ「今後

きわめて長期間にわたって，自治植民地では輸入関税が維持されるという前提」に立たねばな

らない（pp.149-150）。さらにカナダとオーストラリアには「すでに重要な製造業が存在する」

から，植民地はそうした製造業に深刻な危険をもたらすような条件をイギリスに与えはしない。

植民地は行政上の便宜の観点から，イギリス財に対する25%とか33.3%，あるいは50%といっ

た，なんらかの全般的な関税軽減策をとるかもしれないが，その場合でも，保護すべき製造業

に対する，イギリスへの特恵額に等しい額だけの関税引き上げが前もってなされることは，し

たがって「保護される財については，こうした［イギリスへの関税］軽減が［保護の効果の削

減という点では］無意味になる」ことは確実である（p.157）。

要するに，以上のアシュレイの議論から問題になるのは 植民地の工業化の要求とイギリス

の植民地市場の拡大（特に工業品の輸出増大）要求とは一一イギリスからの特恵の対象が農産

物であり，また植民地での製造業保護と関税収入の必要という条件の下で一一，いかに調和可

能なのか，ということである。ここにおいて，チェムパレンの，また彼を支持するアシュレイ

の「帝国特恵jに基づく帝国連合構想のはらむ深刻な問題があらわれる。とりわけチェムパレ

ンが，イギリス帝国が結合するならば「あなたがた［イギリス圃民］の食糧のうちで，あなた

がたの産業の原料のうちで，あなたがたの生活必要品のうちで，そしてあなたがたの生活上の

者修品のうちで，イギリス帝国の中のどこかで生産されえないものは，ひとつもない」と演説

し1九「自給帝国（aself sustaining Empire）」実現を強調し1へしかも「諸植民地は，母国で

11) 1903年10月6日の演説。 Chamberlain,op. cit., p.33 

12) 1903年11月4日の演説。 Ibid.,p.195. 
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すでに存在している工業を新たに開始し，それとの競争関係を創出するという事態をもたらさ

ないように関税の調節を行なうことになろう」と述べて，基本的には植民地を本国への食糧・

原料の供給基地して位置付ける意図を表明し，こうして植民地側からの反発を招いていたとい

う事情もあった日）。そして一一現状では，帝国内からはイギリスの食糧輸入の約四分の一，原

材料輸入の約三分のーしか供給されていないにもかかわらず凶 ，「自給帝国」という考え

は，チェムパレンの「帝国特恵J提案以降，彼を支持する人々からたびたび語られることにな

る。しかもその場合，本国・植民地聞の分業は基本的に，工業・農業分業と考えられていたの

である。以下にその例をいくつかあげておきたい。

サー・ヴインセント・カイアール（SirVincent Caillard) ：「帝国の食糧生産能力は……巨

大」であり，本固からの特恵供与によって，帝国内での食糧供給は即廃にそして非常に大きく

増大する。そして「われわれへの供給源である［植民地の］大農業地域の需要に応じることで，

わが国の製造業地域はおおいに繁栄するであろう」ヘ

J.L.ガーヴイン（J.L.Garvin）：「経済的にみて帝国が十分に自給できるようにならなけれ

ば，帝国は政治的にみて十分に安全だとはとてもいえないjl6）。

匿名者：「「自給帝国jは本当にわれわれが欲するものであり，努力して実現しなければなら

ぬものである。自給帝国はわれわれが必要とするものすべてをなしてくれるであろう一ーすな

わち，帝国を政治的にも経済的にも統合し，植民地を開発し，イギリスの剰余製造品にたいし

て常に頼りになるわれわれ自身の市場を与え，われわれを外国政府から独立させ，われわれが

13）関内，前掲論文， 123ページ。

14) G. H. Perris, The Protectionist Peril, London, 1903, pp. 138同 140の表によると， 1902年の

主要食糧の帝国内からの輸入総額は3889万ポンド，帝国外からの輸入は l億1600万ポンド，主要原材

料の帝国内からの輸入額は約5000万ポンド，帝国外からの輸入は約1億1000万ポンドであった。なお

小麦輸入については，帝国内からが767万ポンド（うちカナダからが319万ポンド），帝国外からが

1941万ポンド（うちアメリカ合衆国からが1450万ポンド）であった。とうした現状を背景に， JA. 

ホブソンは1904年に以下のように述べている。すなわち，「わが国が食糧ならびにその他の生活必需

品についてアメリカ合衆国やその他の諸外国に依存している額［の大きさ］を考えるならば，帝国自

給への復帰策が成功するためには，われわれは国際的な依存をあまりに進めすぎてしまったことが理

解されるであろうJ(J. A. Hobson, InternαtioπαJ Trαde，αn App lieαtion of Economic 

Theory, 1904, reprinted 1966, p.175）と。また次の匿名者の言葉も見よ。「われわれの食糧なら

びに原材料の供給の安定のためには，イギリスは世界中にそれらを購入する市場をもっ必要がある。

自給帝国の創出を意図する政策は，われわれがそれらの供給を引きだす地域を必然的に削減すること

をも意図している」（［Anon.],Tariffs and National Well-Being, Quαrterly Review, Vol.202, 

No.402, January 1905, p.273）。

15) Sir Vincent Caillard, Imperial Preference and the Cost of Food, in Compαtrio ts' 

Club Lectures, 1st Seri巴s,London, 1905, pp.167, 169. 

16) J.L. Garvin, The Principl四 ofConstructive Economics as applied to the Mainte-

nance of Empire, in ibid., pp.68-69. 
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外国の関税の出鼻を挫くのを可能にするJヘ
ヘンリー・パーチナフ（HenryBirchenough）：「イギリス帝国は，その経済活動の多様さ

と生産物の多様性・豊富という点で，急速に自給的経済国家（aself-sufficing commercial 

State）になりつつあるj18）。

C.A.ヴインス（C.A.Vince）：「わが植民地に対してわが国市場で与えられる利益は……帝

国が自給可能になる日を速めるのに役立つであろう」則。

匿名者：「植民地の利害はイギリス製造業の奨励を要求する。それは，輸入農産物に対する

ずばぬけて世界最大の消費センターである母国に，その代わりに植民地の耕作を奨励させるた

めである。帝凶の永続性と安全は，帝国ができるかぎり自給状態になり，またできるだけ完全

にのみならずできるだけ急速に自給状態になることを要求する」。「植民地は主として農業国で

あり，彼らがもっとも望むことは農業の発展である」却）。「特恵によって，連合王国の巨大な食

糧消費を供給するという仕事は，植民地の手に委ねられるであろうJ。「われわれが植民地の農

業生産力を発展させればさせるほど，それだけわれわれはわが国製造業の生産力を発展させる

であろう」2九

ウィリアム・カニンガム（WilliamCunningham）：「イギリス帝国は非常に広大で，その

構成部分の特質はきわめて多様であるから，現代の他のどの国家よりも自給状態になる見込み

ははるかに高い。イギリスが必要な原料と食糧のうち帝国外の源泉に永続的に頼らなければな

らぬ部分は，比較的取るに足りない。そして帝国のきわめて後進的な部分の開発は，イギリス

財に対する追加的な市場を保証するという最良の希望を提供する」

アシュレイの本国・植民地聞の分業体制についての議論も，一定の配慮をしながらも，基本

的には工業・農業分業体制を基礎におき，しかも全体として自給帝国への方向を目指している。

アシュレイは，帝国特恵によってイギリスから植民地へ輸出が伸ぴ、る財について，以下のよう

に論ずる。それは，「すでに植民地で製造されているのと同じ性質の財ではなくて，気候上あ

るいは地理的な理由から イギリスが槽民地への供給から排除きれて棺民地が外国から輸入し

ているような財」である。現在（1902年）カナダのアメリカからの輸入額は 1億1470万ドル

17) [Anon.], A Self-Sustaining Empire, Blαckwood' s Edinburgh Mαgαzine, Vol.174, July 

1903, p.158 

18) Henry Birchenough, Imperial Trade, in The Empireαnd the Century, London, 1905, 

p.67. 

19) C.A. Vince, Mr. Chαmberlαin's Proposals, Whαt they meanαnd Whαt we shall gαin 

by them, 4th impression, London, 1903, p.36. 

20) [The Assistant Editor], The Economics of Empire, I, The Nαtional Review, Vol.42, 

No.247, Sep. 1903, pp.80-81, 96. 

21) [Do], The Economics of Empire, II, Preference and the Food Supply, ibid., Vol.42, 

No.250, Dec. 1903, pp.41, 43. 

22) Willi乱m Cunningham, The Cαseαgαinst Free Trαde, London, 1911, p.132. 
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（イギリスからは4900万ドル）田），オーストラリアのアメリカからの輸入額は 600万ポンド， ド

イツからは 275万ポンド，ニュージーランドのアメリカからの輸入額は 200万ポンド，ケープ

植民地と西インド諸島もアメリカからそれぞれ250万ポンドを輸入している。またインドのヨー

ロッパ諸国からの輸入額は 900万ポンドにのぼる。少なくとも，以上の部分のある範囲につい

てはイギリス財の輸出増大の余地は存在する（pp.153156）。以上のアシュレイの議論は，従来

植民地が外国から輸入していた工業品が帝国特恵によってイギリスからの輸入に転換する効

果を指摘している。だが植民地の工業化が進めば，そうしたイギリス財の輸出増大の余地自体

が狭まりはしないのか。

そしてここから，アシュレイの帝国内分業体制構築についてのやや楽観的な一一本田中心的

な一一議論がなされる。すなわち，「植民地が工業化の方向にかなり進んでしまったとしても，

それは，彼らがいかなる場合にもすぐにイギリス財をなしで済ませることになると信じるべき

決定的理由ではない。というのは，帝国内分業体制（asystem of inter-Imperial division 

of labour）を排除することはまだ彼らの明白な利益とはなっていないからである」。言い換え

れば，「植民地はまだ着手していない製造業の部門に参入することをしばらくの問控え」，「製

造業の発展をある程度緩めることに同意するj可能性があるということである。もちろん例え

ば，鉄鉱石・石炭の埋蔵量からしてカナダが早晩金属工業の大中心地になるのは間違いない。

だがオーストラリアでは綿工業を起こす利点はないのである。とすると，植民地に「工業化の

進行をある程度緩める」ことに同意させるものは何か。それは，イギリスやヨーロッパ諸国の

ように工業化の道を突進したところでは，植民地にそうした工業化の道を「際限なく模倣」す

るのを薦跨させるような社会的諸結果が生じているという事情である。つまり，それは先進工

業国での「労働問題」の発生である（pp.156-158）。以下長文ではあるが，アシュレイのやや特

異な議論の展開を見ておきたい。

「アメリカ合衆国の場合は最もそれに当てはまらないけれども，工業国では「労働問題」に

ついて未だ見通しがついていない。そして労働問題は「国民の状態」という問題の一部にすぎ

ない。主要な悪弊は物理的な困窮ではない。それは，発育不全の体格と狭い視野しかもたない，

ますます増大しつづける都市人口の不断の蓄積である。アメリカで極端にまですすめられたよ

うな，製造業を発展させるための保護政策がカナダ，オーストラリア，南アフリカで行なわれ

23）カナダの貿易相手国としては， 1880年にはイギリスが最大の地位をしめていたが， 1890年以降はア

メリカ合衆国がその地位に取って代った。 1900年におけるカナダの輸入にしめるアメリカの割合が

60.9%なのにたいして，イギリスの割合は24.2%にすぎなかった。また1900年におけるカナダの輸入

の品目別割合は，農産物，繊維・繊維製品がともに23.5%，ついで鉄・鉄製品が18.5%をしめた。加

勢田博「カナダの経済発展とイギリス」（矢口孝次郎編著『イギリス帝国経済史の研究』東洋経済新

報社， 1974年，所収）の表を見よ。アシュレイは，カナダのイギリスからの繊維・繊維製品の輸入が

1893-1897年の聞に36%減少したのに， 1897年のイギリスへの特恵供与以降それが1901年までに57%

増加したことに注目している（pp.152-153）。
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れば，そこでは大都市のいっそう急速な発展と農村人口増大の緩慢化が生じるであろう。これ

ら新興国では，ヨーロッパではそうであったように，封建制の殻を破るために製造業の成長が

必要とされているわけではない。これら新興国は 旧世界のどの国民よりもすでに十二分に民

主化された感情をもった国民とともにその歴史を始めている。そしてわれわれの提案は，彼ら

が純然たる農業段階に逆戻りすべきだというようなものではない。彼らはすでに，多様な職業

という利点を十分に享受できる段階に到達している。新興国の主な利点は，現在は，国中への

人口の分布と農村生活による体格の維持にある……と言うことは，イギリスの利益になるよう

な政策に植民地を同意させようとして持ち出された，単なるイギリス的観念でないことは確か

である。……植民地の発展にとってこのような［つまり農業の拡張という］健全な傾向は，植

民地農産物に有利な市場を与えるようなイギリスからの特恵によって，明らかに促進されうる。

そしてこうして，植民地が母国に対して母国の工業活動を新たな競争条件に適応できるように

再調整するための時間を与える一方で われわれすべてが イギリスと植民地がともに

極端な工業主義（extremeindustrialism）が常にもたらす人類的問題をいかに処理すればい

いのかをもっとはっきりと理解するまで，母国は植民地に対して過度な工業主義の弊害を回避

するために援助するであろう」（pp.158160）。

以上のアシュレイの議論は，現在すでに存在する植民地の製造業との直接の対立を避け，植

民地の製造品輸入の外国からイギリスへの転換に力点を置きながらも 結局はこれ以上の植民

地の工業化を すでに工業化を遂げたイギリスやヨーロッパでの「労働問題Jを理由に一一

基本的には阻止し，この時点で工業化を固定化しようとするものである。こうした構想を果た

して植民地側は受け入れると，アシュレイ自身は確信できたのだろうか。彼は， 自らの帝国

連合論は「イギリス自身の経済的必要」という観点から考えると「帝国統合と自給政策（the

policy of Imperial consolidation and self sufficiency) Jになると述べたが（p.119），帝国

連合を実現するための帝国特恵に関してこう言わざるをえなかった。すなわち，現時点におい

て，母国・植民地問で完全に満足のいく協定についての設計図は示せない。現在必要なのは，

帝国特恵という新たな方向へ一歩踏みだすことである。「すべてのことは実験と見なされなけ

ればならない。産業の衰退と……帝国の解体に黙って従うつもりがないならば，われわれはこ

うした実験を試みる義務がある」（p.150）。「特恵制度が帝国統一を保証するという絶対的な確

信はだれももてない」けれども，これしか方法はない，というのがアシュレイの結論であっ

た（p.263）。

アシュレイは『賃金調停』 (1903年）のなかで， 1890年以降19世紀の最後の10年間にアメリ

カの工業生産（銑鉄，鉄鋼，石炭，綿製品）がイギリスを追い越し，イギリスの「産業支配権J

がもはや過去のものになった現状を直視し，こう述べている。すなわち，「イギリスは単独で

はありえない，イギリスは大イギリス連合（agreat British Federation）の長兄としてのみ……

あるだろう，と予想するのが今や当然であろう。島国イギリスと合衆国との生産力を比較して
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優位な立場にある時は過ぎ去りつつある。だが，合衆国とイギリス帝国全体とを比較できる時

は未だ来ていない。現時点では，イギリス帝国は経済単位を形成していないJ24）。こうしたア

シュレイの現状認識をわれわれは今や十分理解できる。だから彼は，今こそイギリスの側から

積極的に「実験」を行なうべきだと主張するのである。と同時に『賃金調停』のなかには，以

下のような本国・植民地聞の分業についての言葉も見いだせる。「帝国意識がいっそう鋭敏に

成長しつづけるならば，イギリスの製造業がニューフアンドランドの鉄鉱石や西アフリカの棉

を使用するという可能性は，単なる経済的問題以上の［帝国のさまざまな分野での連合という］

ものになるであろうJ25）。ここに，アシュレイの帝国連合論に込められた意図が表れていると

言うべきであろう。

4.マーシャルのアングローサクソンダム連合

第 1節でふれたように，マーシャルは「覚え書」の「（0）イギリスと植民地との聞のいっ

そう緊密な関係の可能性Jのなかで，チェムパレンの帝国特恵に基づく帝国連合論をこう批判

した。すなわち，「旧世界・新世界の競争者に比べたイギリスの強みの主要な源泉である可動

性（viability）を放棄すべきであるという［チェムパレンの］提案は，大目的に到達するため

には根本的に間違った方策だと，私には思われる。特に，［特恵関税による帝国統一の強化と

いう］計画では，母国と植民地との各々がイギリスが被るであろう損失よりも大きな利益を期

待できることになっているという事実のなかにこそ危険がある。すなわち，その計画は本質的

に不経済である差別的関税を含んでいるから，全体としての物的利益は全体としての物的損失

よりも小さくなければならない，と考えられる。もしこの計画がはじめからこう率直に述べら

れていれば危険は少ないであろう。「帝国統一 (Imperialunity）は多くの物的損失に値する

理想である。われわれの聞でこの損失をどうすれば最もうまく分かち合えるか考えよう」。実

のところ私には，この計画はイギリスと植民地の聞の親善と帝国統一の真の精神を育むという

よりは，両者の聞の失望と摩擦をもたらすことになりそうに思える。そしてもし自己犠牲の精

神ではなくて貧欲の精神に基づいて提案されるならば，この計画は他国のなかに憎悪の感情を

生みだし，こうして，帝国統ーよりもさらに高速な理想であると思われるアングロ サクソン

ダム連合（afederated Anglo-Saxondom）に向けての活動が可能となる日を先に延ばすであ

ろうJ(82節）。

「覚え書」のほぼ最後に置かれたこの文章の意味するところは，チェムパレンの関税改革提

24) Ashley, The Adjustment of Wαges, A Study in the CoαJαnd Iron Industries of Greαt 

Britαinαnd Americα，London, 1903, pp.2 3. CιJ目C.Wood, British Economistsαnd 

the Empire, Croom Helm, 1983, p.188. 

25) Ashley, op. cit., pp.4-5. 
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案を考慮すれば（そして「覚え書」の他の箇所の議論も敷桁すれば）以下のように整理できる。

(1）帝国特恵によってイギリスは，最も安価な食糧を外国から購入できなくなる。また，チェ

ムパレン提案では科学的な根拠を欠く多数の保護関税を課すことになる（72節）。外国産製造

品に対する輸入関税によって一一半製品も課税されるから一一完成品コストの上昇は避けられ

ない。また関税のために「他国の新しい生産物に対して……市場を開放しつづける」ことが阻

害され，そのため「製造業者の鋭敏さを増す機会が疎かにJ(71節）なり，「刺激を必要として

いる産業J(82節）の回生も阻害される。こうして半製品・中間財を「安価にそして摩擦なし

に購入できることが，……イギリスの製造業者には必要」（71節）なのに，結局「高級で精巧

な財の生産に直接間接に必要となる，大小間わずすべてのものに対する可動性」がおおいに制

限される結果となる。したがって チェムパレン提案が実施されればイギリスの経済力は弱体

化する。高級で精巧な財を他国よりも少ない労働で生産できなくなれば，現在のように高い実

質賃金率を支払いつづけるのは不可能で、ある。総じて 「輸入関税は特定の分野で新たな雇用

を生みだすかもしれないが，それは「国民分配分」を必ず減少させるであろう。こうして輸入

関税は十分な賃金での雇用量を必ず減少させる」（82節）。

(2）特恵関税による帝国統一の強化一一つまり「イギリス帝国の通商連合（thecommercial 

federation of the British Empire）」（54節）ーーという場合，植民地側の提案は，イギリス財

への関税引き下げではなくて外国産財への関税引き上げによる イギリス財への特恵措置のこ

とである。保護関税は「ともかくも純粋に経済的な観点からは大きな害を植民地にもたらすこ

とはあり得ない」（82節）。しかしこうした「差別的関税」は，課税商品を非課税商品で代替し

たり，あるいはより費用のかかる他の供給源からその商品の一部を入手するといった，税の回

避行為を促す。結局こうした行為がなされるかぎり「消費者は損害を被り，しかも国庫は少し

も得るものがないJ(37節）。つまり差別的関税は「本質的に不経済」であり，特恵を与えられ

る一部の生産者は利益を得るが，本国，植民地の双方にとっての「全体としての物的利益は物

的損失よりも小さJいはずである。しかも特恵関税は密輸を助長し，さまざまな物的・道徳的

弊害をもたらす（82節）。

(3）もちろん，「帝国統ーは高速な理想である。……イギリス人はどの階級にあってもその子

孫に明確な責任を負うのだから，たとえごく貧しいイギリス人であっても，彼らの現在の犠牲

が子孫にはもっと大きな国民的利益となって返ってくるという保証が得られるならば，こうし

た理想に到達するために少しでも貢献すべきであると要請されるのが当然で、あろう」（81節）。

「帝国統一は多くの物的損失に値する理想である」（82節）から，財政的にはその収益性に疑問

があるような，またイギリスからみれば「最も妥当と思われる財政政策からはいくぶん離れる

ような」計画であっても，実行されるであろう（81節）。

(4）だがチェムパレンの計画は 「現在の犠牲が子孫にはもっと大きな国民的利益となって返っ

てくるという保証」を与えるようなものではない。さらに「イギリスと植民地の聞の親善と帝
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国統一の真の精神を育むというよりは，両者の間の失望と摩擦をもたらすJ。これはチェムパ

レンが，帝国特恵によって母国と植民地の各々に純利益が生ずるという幻想、を振りまいている

からでもある。さらに特恵の内容について当然に，本国・植民地問，また植民地問で「摩擦」

が生じるであろう（例えばチェムパレン提案では，オーストラリアの特産品である羊毛は特恵

対象ではない） (82鮪）。一一マーシャルも署名した『タイムズ』紙での「皮チェムパレン宣言」

(1903年 8月15日）の文章を使えば一一，「提案された計画は帝国のさまざまな構成員の友好を

進めるどころか，かえってそのなかでの論争を刺激する恐れがある。イギリスで保護が存在し

たときに経験したような，またアメリカ合衆国をはじめ他の国々の歴史のなかで日につくよう

な諸利害の対立によって 今成長しつつある連帯の意識は損なわれるであろう。このような諸

利害の対立は，中央政府によってイギリス帝国が結び付けられていない現状では，イギリス帝

国の大義をかえってますます分裂させるであろう」制。さらに特恵と結合された保護政策は，

アメリカの経験からもわかるように政治的腐敗をもたらす。「保護政策は複雑になるほど腐敗

し，さらに政治全般をも腐敗させがちjである（44節）。イギリスでは自由貿易の影響で政治

の浄化が進んだが，チェムパレンの関税改革運動が成功すれば，自由貿易がもっこのような影

響力は減退する（47節）。こうして，「［チェムパレンの］提案は，大目的に到達するためには

根本的に間違った方策」（82節）なのである。

(5）しかも帝国特恵は諸外国に対する差別的関税であるから 「この計画は他国のなかに憎悪

の感情を生みだ」すことになる（82節）。最恵国条項のためにイギリスは有利な貿易待遇を得

ているが（73節），諸外国に対する差別的関税は最恵国条項に対する違反であるから，他国か

らの報復は必至である。そしてこの場合重要なのはアメリカ合衆国であり，アメリカとの関係

が敵対的になれば，「帝国統ーよりもさらに高速な理想であると思われるアングロ サクソン

ダム連合jの実現が困難となる（82節）。「アングローサクソンダムの通商連合（acommercial 

federation of Anglo-Saxondom)Jができれば，それは， ドイツ関税同盟と同様，域内貿易

の自由化と拡大をもたらす。ドイツ関税同盟は交易上の「人為的な障害を全面的に廃止した」

のであり，当時のイギリスの自由貿易政策に次いで、「自由貿易に向けた世界史上最も重要な動

きであった」。これは，チェムパレンの目指す「イギリス帝国の通商連合」とは反対の効果を

もつものであった（54節）。

以上「覚え書」の各所の言葉を使いながら，チェムパレンの帝国連合論に対するマーシャル

の批判のいわんとするところを明らかにした。帝国特恵による「イギリス帝国の通商連合」は，

イギリスに対しては保護主義の導入によって全体としての経済的損失と政治的腐敗をもたらす

し，植民地に対してはーーたしかに新興国においては保護主義の経済的必要性は認められるが一一一

差別的関税のもたらす経済的不利益と特恵対象品目選定にあたっての政治的腐敗がもたらされ

26) Professors of Economics and the Tariff Question, The Times, 15 August 1903, rn 

Norman McCord, Free Trαde, David & Charles, 1970, p.145. 
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る。こうしてイギリス帝国全体としての経済的損失は経済的利益よりも大きいだけでなく，帝

国内での利害対立の激化と政治的腐敗の発生によって 帝国連合という高速な理想の実現が阻

害され，さらには外国との通商・外交上の対立が醸成されて，帝国連合よりもさらに高速な理

想である「アングロ サクソンダム連合jもまた不可能になる，とマーシャルは言うのである。

さて以上の議論のなかで，注目すべきは「アングロ サクソンダム連合Jという考えであろ

う。マーシャルは「アングローサクソンダムの通商連合」という言葉を『貨幣信用貿易.I( 1923 

年）のなかでは，「英語を話すすべての国民の通商連合（acommercial federation of all 

English-sp巴akingnations）」と言い換えているm。つまり，「イギリス帝国の通商連合」と

「アングローサクソンダムの通商連合」の決定的違いは，後者の中にとりわけアメリカ合衆国

が含まれるということである。 1903年12月16日にロンドン「銀行家協会」で聞かれた会合で，

マーシャルは以下のように発言している。

すなわち，「私は，帝国連合という目的のためにイギリスが意図的に金銭的負担を招くこと

に反対しているのではない。植民地は，イギリス製造業者との競争で彼らの成長しつつある産

業が窒息させられるのを許さないし，また許すはずはないから，さらに帝国は地理的に繋がっ

ているわけではないから，帝国連合はドイツ関税同盟がもたらしたような経済的利益をもちえ

ないであろう。だが帝国連合はそれ自体で高遠な目的であり 物的富はそうした目的のための

手段にすぎない。しかしそれでも，私の判断するところでは，帝国連合はわれわれの最も高速

な目的では断じてないし，それはわれわれの最も高速な目的に直接に敵対して追求されている。

その最も高速な目的とは，われわれの人種の聞での共通の感情と共通の利害の発展だと思われ

る。いわゆる関税改革論者は われわれの最大の植民地［アメリカ］を「外国jと呼んで，ま

た特にその外国を怒らせるような関税をいかにして考案できるかを示して喜んでいる。しかし

ながらアメリカ合衆国は わが植民地と従属領すべてを合わせたよりもかなり多くのわが人種

を擁している。……イギリスが大西洋と太平洋の両方をすべての参入者から永続的に守りぬく

ことができないのは，また合衆国が間もなく太平洋の覇権国になるのは，そしてイギリスの第

一の植民地［アメリカ］が敵対すれば帝国の結合と防衛が不可能であるのは，真実だと私は信

じるけれども，もしその植民地［アメリカ］が帝国と調和的な行動をとりつつあるならば，帝

国は確実に一体となるということもまた真実だと信じている。……われわれの真の理想は小ア

ングロサクソンダム (littleAnglosaxondom）のなかにではなくて，大アングロサクソンダ

ム（greatAnglosaxondom）のなかに見いだされるべきであるJ28）。

以上の発言から読み取れるのは 「大アングロサクソンダムJ（「覚え書」の言葉では「アン

グロ サクソンダム連合」）はアメリカを含んだ「英語を話すすべての国民」の連合であり，

27) Marshall, Money Creditαnd Commerce, London, 1923, p.223.永i畢越郎訳『貨幣信用貿

易』（岩波フ9ツクサービスセンター， 1988年）第1分冊， 300ページ。

28) The Institute of Bαnkers, Vol.25, Pt.2, February 1904, pp.97 98. 
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アメリカとの友好的な関係が維持できなければ f小アングロサクソンダム」（イギリス帝国連

合）も不可能だという，マーシャルの判断である。マーシャルは「覚え書Jの原稿（1903年9

月23日）のなかで，「私はアングロサクソンの理想、に情熱をもっている」と書いているが劃，

「アングローサクソンダム連合jとは具体的にはどのようなものなのか。彼が「アングローサ

クソングム連合」という場合にはそれは，イギリス帝国ならび、にアメリカ令衆国の間での，通

商上，政治上，防衛上の連合を含んだ、総体としての連合を意味すると考えられる。そして，マー

シャルはチェムパレンの帝国特恵による通商連合を厳しく批判するのだから，マーシャルのい

う「アングロ サクソンダムの通商連合」も当然に，イギリス帝国ならびにアメリカ合衆国の

間での特恵関税による通商連合ではあり得ない。とするとそれは， 1896年6月9日のチェムパ

レンの演説の中の，帝国通商同盟の三つの型についての議論を使えば，その中の第一のもの一一

すなわち，植民地とそしてアメリカが彼らの財政制度を放棄して，イギリスの財政制度，つま

り自由貿易を採用するというものーーか，あるいは第三のもの一一すなわち，「イギリス帝国

関税同盟」にならって言えば「アングローサクソンダム関税同盟Jであり，域内では自由貿易

が実現され，こうしてイギリス帝国ならびにアメリカという巨大な自由貿易市場が形成される

が，域外に対してはイギリスも関税を課すことが求められる かということになる。

だが第三のものについては （チェムパレンの場合にはイギリスが外国産食糧・原料に対し

て関税を課し，帝国産には関税を免除するという帝国特恵と引きかえに，植民地側はイギリス

財への保護関税を廃止するというものであったが）すでにイギリスを工業生産力で追い抜いた

アメリカを含む場合には，イギリス財に対するアメリカの保護関税の廃止を得るために，イギ

リスは域外のなにに関税を課してアメリカに特恵を与えるのかは（しかもイギリス植民地の同

意も得る必要がある）きわめて困難な問題となるであろう。またイギリスが現行の自由貿易政

策を維持したまま一一つまり，域内・域外に対して自由貿易をしながら一一，アメリカや植民

地が域内の自由貿易に参加するような状況を実現するのも容易で、はない。さらに「銀行家協会」

でのマーシャルの発言にあるように，「帝閏連合はドイツ関税同盟がもたらしたような経済的

利益をもちえない」という事情には，アメリカを加えた「アングローサクソンダムの通商連合J

の場合にも変化はないはずである。とすると，「アングロ サクソンダムの通商連合」という

雷葉でマーシヤルが言いたいのは，少なくとも経済上の論理で詰めていけば，通商連合の第一

のものにならざるをえない。この第ーのものは，チェムパレンも言ったように，「世界同盟」

を目指すもので、あって，「アングロ サクソンダムの通商連合Jの構成固に特別の経済的利益

を与えるものではない。なぜならば，域内，域外に対してともに自由貿易が行なわれるからで

ある。

しかしながら結局のところ，チェムパレン，アシュレイの「イギリス帝国連合J構想に対し

29) Cited in Wood, op. cit., p.131. 
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て「アングローサクソンダム連合」構想をマーシャルが対置したのは，「イギリス帝国連合」

構想、が前提する世界経済の未来図（国際的分業体制）をマーシャルが承認しなかったからに他

ならない。アシュレイの帝国連合論で検討したように，彼の場合にはイギリス帝国の外国から

の独立と帝国内での相互依存の強化が目標とされていた。つまり基本的には，帝国自給と帝国

内での本国・植民地問の工・農分業体制の構築がその目指す方向であった。しかしマーシャル

は，帝国自給という考えをはっきり否定していた。ウッドの研究によれば，マーシャルは1908

年に「覚え書jの植民地についての部分を書き直していた頃（ 7月19日）に，究極的には農業

で収穫逓減が生じるだろうから帝国は食糧を輸入せざるをえない，と書いていたへまたライ

ズマンの研究によれば，マーシャルはアメリカの経済力について1900年8月18日にこう書いて

いた。すなわち，「アメリカ合衆国一国で，産業用のエネルギーと訓練された［人的］能力と

新企業のための可動資本の量は，イギリス，いやイギリス帝国をも上回っているJ＇～このよ

うに，自給帝国は不可能であり，アメリカの経済力はイギリス帝国をも上回っているという認

識を前提にすれば，そして帝国特恵による帝国連合がアメリカからの報復措置を呼び起こすこ

とも考えれば，ライズマンが言うように，北アメリカならびにその他のイギリスを出自とする

国民との連合はイギリス帝国内でのいっそうの結合の強化よりも明らかに望ましい，とマーシャ

ルが判断するのも自然であったへ

マーシャルは1900年8月18日にこう書いていた。「［北アメリカならびにその他のイギリスを

出自とする国民との連合の場合には］産業上の主導権はアングロサクソン人の……ものになり，

そしてそこで保持されるであろう。だがそれはイギリス帝国のものにはならないであろう。と

いうのは……イギリス帝国は政治的統一体にはなるかもしれないが，経済的統一体には決して

なれないからである」犯）。前節の終わりで述べたように，アシュレイは1903年に「現時点では，

イギリス帝国は経済単位をなしていなしリと書いたが，マーシャルの判断では，イギリス子育園

が経済単位（経済的統イ本）を形成するのはー←帝国特恵によってもー←不可能なのであった。

『貨幣信用貿易1でマーシャルはこう書いた。「イギリス帝国はその構成国の関税を共通の一般

的計画に基づいて取り決めることができるならば，疑いもなく強い立場にたてるであろう。だ

が彼らの産業上の資源と彼らの必要とするものは多種多様であるから，そのような結果に接近

するのは不可能であろうJ判。

だがマーシャルの言うように，イギリス帝国が経済単位を形成することは不可能であるとし

ても，「アングローサクソンダム連合」が経済単位を形成するのはもっと困難なのではないの

30) Wood, op. cit., p.130 

31) Cited in David Reisman, Alfred Mαrshαll’s Mission, Macmillan, 1990, p.251 

32) Ibid. 

33) Cited in ibid. 

34) Marshall, op. cit., p.200.訳，第 i；分冊， 270271ページ。
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か。そしてこれは，アシュレイが『関税問題』で指摘したことでもあった。彼によれば，「「ア

ングローサクソンダムjの政策は経済的には全面的に実行不可能な政策」である。すなわち，

イギリス人はアメリカ人の感情に及ぼす「血の繋がりjの影響を過大視しすぎる。現在アメリ

カではイギリス以外の国々からの移民が増え，「英語を話すがイギリスの出自ではない」アメ

リカ人の割合が増大しつつある。しかも，こうしたアメリカ人の「イギリス晶展の感情（pro

English sympathies）」の強弱にかかわりなく，アメリカはイギリスとの「経済的闘争の激烈

さ」を緩和しはしない。そうした感情と経済の論理とは本来別のものである。なぜならば，

「資本主義的生産の諸力は感情を考慮しない。 すなわち，それは不道穂（immoral）では

なくて，単に道徳に関係がない（non-moral）だけなのである」（p.201）。

そして「アングローサクソンダム連合J構想は，アシュレイにとどまらず，チェムパレンの

帝国連合構想を支持した人々からの批判を受けることになる。オックスフォード大学のしL

プライスは「関税改革運動の過去・現在・未来」 (1909年）のなかで，「覚え書」の「アングロ

ーサクソンダム連合」構想を「現実政治の射程Jから外れる「非現実的な幻想」に基づくもの

だと厳しく批判した箆）。またG.L.ガーヴインは「帝国の保全」（1905年）で，「帝国の運命に

ついてのアングローアメリカ的観念」は「イギリス的理念の死」を意味するものであり，イギ

リスの経済力をイギリス帝国の開発よりもアメリカ，アルゼンチンの開発に向けようとする試

みは真面白な政治的考慮の対象にはならない，と批判した制。またL.S.エイメリーは「帝国防

衛と国の政策J(1905年）で，経済的にはイギリスを凌駕したアメリカ，また凌駕しつつある

ドイツでの現在の海軍増強計画を深刻に憂慮し，そしてアメリカは「過去において常にイギリ

スの友であったわけではないし，将来的にもずっと友でありつづけるという保証もない」と述

べている問。さらに『ナショナル・レヴュウJの副編集者は「帝国の経済学」 (1903年）でこ

う述べている。すなわち，英語を話すということは必ずしもイギリス人の感情をもつことを意

味しない。イギリスとアメリカの関係にとってはカナダが常に問題の焦点であり，帝国全体の

命運はカナダが帝国に属するかどうかにかかっている。もしチェムパレン提案が拒否されれ

ば，カナダは「北米関税同盟（aNorth American Zoll verein）」を選択する。「帝国的互恵

(Imperial Reciprocity）かアメリカ的互恵（AmericanReciprocity）かのどちらかである。

後者になれば，帝国はあらゆる道徳的目的にとって神話となるであろう」。「汎アメリカ的理想

が汎イギリス的理想に勝利する」のである鈎）。

さらに，仮に「アングローサクソンダム連合」が経済単位を形成することが可能だとしても，

35) L.L. Price, The Past, Present, and Future of the Movement for Tariff R巴form,

Economic Review, Vol.19, January 1909, p.39. 

36) G.L. Garvin, The Maintenance of Empire A Study of the Economic Basis of Political 

Power, in The Empire αnd the Century, London, 1905, pp.120-121. 

37) L.S. Amery, Imperial Defence and National Policy, in ibid., pp.189-190. 

38) [The Assistant Editor], The Economics of Empire, II, op. cit., pp.39, 60-61. 
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アメリカの現実のまた潜在的経済力を考えれば むしろイギリスを排除する形でそれが行なわ

れる危険はないのだろうか。フランスの同時代人ベエラール CM.VictorBerard）は，「アン

グローサクソン全体の帝国，関税同盟もしくは連合（anEmpire, a Zollverein or Federation 

of all the Anglo-Saxons) Jがもし成立したとすれば，それから生ずる利益と力はイギリスの

ものにはならずにアメリカに集中すると予測した。すなわち，アメリカがその経済資源をさら

に開発し，そしてパナマ運河の開削工事が成功すれば，アメリカが「全アングローサクソン貿

易ルートの交差点」になり（アメリカはロンドンとカルカッタの，リヴアプールとシドニーの

中間点にあり，そしてヨーロッパ，アジア，アフリカ，オーストラリアの全ブリテン人の真ん

中になる！），イギリスは「アングローサクソン共同体」をその勢力圏に維持できない。カナ

ダはすでに物理的にも経済的にもアメリカの「付属物」である。そして全アングローサクソン

諸国の間で関税障壁が廃止されるかもしくは大幅に低くされるかすれば，「ほんの数年間でア

メリカ大陸には，大工業国［アメリカ］と大牧畜・農業国［カナダ］とが合い並んで存在する

ことになろう」。また，パナマ運河が開通すればオーストラリアとインドもカナダと同じ運命

をたどるであろう。そしてベエラールはこの「アングローサクソン全体の帝国Jのなかで，ア

メリカと（イギリスを除く）構成国の聞で工・農分業体制が形成されると考える。すなわち，

「もしブリテン帝国の構成諸国がその原生産物の主要な販路を合衆国に見いだすならば，合衆

国はお返しに彼らに対してそれに応じた製造品を供給することに必ずなるのではないかj制。

マーシヤルは『産業と商業j( 1919年）のなかで，アメリカの産業上の主導権は今後長期間

にわたって維持されると述べている。すなわち，「大規模企業に対する機会と刺激という点で，

いずれかの国がアメリカを凌駕するようになる時期は未だ、視野に入っていない。したがって，

アメリカが産業上の主導権において占める地位は，長期間にわたって例外的に重要な性格であ

りつづけるであろう」刷。イギリスはこういうアメリカといかなる分業関係の下に「アングロ

サクソンダム連合Jを形成するのかについて，結局，マーシャルははっきりした構想を示さな

かった。いやむしろ彼にとっては，「アングローサクソンダム連合」がひとつの経済単位を形

成すること一一つまり「アングローサクソンダムの通商連合」ーーは重要ではなかった， と思

われる。その意味で「アングロ サクソンダム連合」はあくまで政治的・防衛的な連合を第一

にするものだ、った。チェムパレン，アシュレイらとちがってマーシャルは，総体としての連合

のためには通商連合が必要不可欠だという立場で、はなかったのである。そしてこうした立場は，

帝国連合論の中のひとつの根深い潮流（たとえば，チャールズ・デイルクや G.R.パーキン41))

39) M. Victor Berard, British Imperialismαnd Commercial Supremαcy, translated by 

H. W. Foskett, London, 1906, pp.215 221. 

40) Marshall, Industry αnd Trade, London, (1st ed. 1919)4th ed., 1923, p.158.永j事越郎訳

『産業と商業』（岩波ブックサーピスセンター， 1986年）第1分冊， 206ページ。

41) Charles W.Dilke, Problems of Greαter Britαin, London, 1890, pp.3, 627-633; G.R. 
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なのであって，チェムパレンの通商連合を基礎とする帝国連合論への批判者は，本稿でふれた

ギッフェン，そしてマーシャルをはじめ，多くがこの立場に属すると思われる。

たとえば，ブラッシー卿一一一「帝国統一は主に貿易にとって価値のあるものであり，帝国統

一は主に特恵制度に依存するという見解を追放しよう」，「特恵関税は……人種的な同感という

繋がりと比べれば弱々しい粋である J•九またアーミテジースミス一一「帝国関税同盟という計

画には，それがどのような基礎に基づこうとも，困難が山積みしている。だが，帝国内の多く

の構成田のいっそう緊密な政治的組織に基づく帝国連合は，ユートピア的観念ではないJへ

J.S.ニコルソン一一「帝国の利益と名誉を貨幣でもって評価しようとするのは全面的に不適当

であり間違っている」。帝国連合を結ぶ紳は通商連合ではなくて「自由と自然的愛情」であ

るヘ T.H.ファーラー一一一「貿易は物的利益に関係するが，英語を母語とする諸国民間の問の

真の友情と感情の調和は，......物的利害をある程度犠牲にするに値する対象」である。友愛と

信頼に基づく帝国の結合制。

『産業と商業』のなかの，「イギリスの産業の主導権は完了の過程にあり，イギリス諸国連

合（theBritish Federation of Nations）がそれを吸収する過程にある。連合のなかの比較

的新しい国々は，イギリスの最初の偉大な植民地が有する現在の主導権から多くを学びつつあ

る」岨という言葉は，アメリカを「イギリス諸国連合」から排除した過去を悔やみながらも，

政治的・防衛的連合を中心とする一一緩やかな 「アングロ サクソンダム連合」へアメリ

カを復帰させようとする希望を一一控えめに一一表明するものでもあったへ第一次大戦で

「四大陸の英語を話す国民は精神的にも誠実さの点でも結ぼれていることを証明したJ制という

『産業と商業』の言葉が，上の希望の可能性を表すものであった。そしてライズ、マンが言うよ

うに，ドイツとの軍事的対立 マーシャルは第一次大戦中に，次のドイツとの戦争を考えて

Parkin, Imperial Federαtion, the Problem of Nαtional Unity, London, 1892, pp.294-

295. 

42) Lord Brassey, Sixty Yeαrs of Progress：αnd the New FiscαJ Policy, London, 2nd ed., 

1906, pp.120, 121. 

43) G. Armitage-Smith, The Free Trαde Movementαnd its Results, London, 2nd ed., 1903, 

pp.239-240. 

44) J.S. Nicholson, Principles of Political Economy, Vol. ID, London, 1901, p.425. 

45) T.H. Farrer, The Neo-Protection Scheme of Right Hon.J. Chαmberlαin, London, 1896. 

熊谷次郎『マンチェスター派経済思想史研究』（日本経済評論社， 1991年） 186ページ。

46) Marshall, Industryαnd Trαde, p.104.訳，第1分冊， 136ページ。

47）ホプソンの次の言葉も見よ。帝国連合よりも「カナダがその南方隣国との連合に向って，そしてオー

ストララシアと南アフリカは独立の政治的統一体に向って推移し，将来アングロ サクソン連合の形

でゆるい政治的関係の再建が可能であろうと期待するほうが，はるかにいっそう合理的である」。

J.A. Hobson, lmperiαlism，αStudy, London, (1st巴d.1902) 4th ed., 1948.矢内原忠雄訳

『帝国主義論j下（岩波文庫， 288ページ）。

48) Marshall, op. cit.訳，同上。
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いた一一ーも考慮すれば，「アングロ サクソンダム連合」の防衛上の意義は巨大であろう制。

ライズマンは，「イギリスの国民的利益に最もよく適うのは，帝国保護でも世界自由貿易で

もなくて，むしろ第三の手段一一北大西洋共同体（aNorth Atlantic community）つまり

「アングローサクソンダム連合」」だとマーシャルは主張していると言うが夙この場合，第一，

第三の手段が経済・通商政策にかかわるものであり，第三のものが，以上見たように，経済・

通商よりも，むしろ政治・軍事に主にかかわるものであることに留意すべきである。

19世紀末からの諸国の帝国主義的膨張政策の進展のなかで，イギリスのとりうる外交政策の

選択肢としては，（1）他の諸列強と永続的な同盟を結ぶ，（2）孤立政策をとりつつ，帝国の潜在的

な経済・軍事資源を計画的・組織的に開発する，（3）英語を話す諸国民の新たな同盟を通じて，

アメリカの巨大な資源をイギリスの側に取り込む，という三つがありえた。アシュレイはこの

うち（2）を，マーシャルは（3）を選択したわけだが， M.ベエロフの研究の苦うように，いずれの

選択肢をとったとしても，世界のー強国でありつづけるという目的のためには「帝国という遺

産jが不可欠の意味をもつことは，共通の前提であった。この意味で「相違は方法上のもので

あって目的にかかわるものではないf九だが世界の一強国でありつづけるという目的のため

の共通の前提をなす「帝国という遺産Jの使い方の点では，アシュレイとマーシャルはこれま

で見たように 帝国連合実現の礎石を通商同盟にみるのか，政治・軍事連合にみるのか，通

商同盟の紳を自由貿易にみるのか，特恵にみるのか，帝固連合を優先するのか，「アングロ

サクソンダム連合Jを優先するのかについて一一きわめて大きな立場の違いをみせたのである。

前稿「マーシャル「覚え書jと関税改革論争」で明らかにしたように，「覚え書Jにはイギ

リスの産業上の主導権喪失についての悲観的な見方と同時に，それをかなりの程度緩和するよ

うな後発閏との有利な交易条件の存在という楽観的な見方があった。そLて後者の存在 そ

れは，ヨーロッパ，アメリカ市場でのイギリスの産業上の主導権喪失自体が，多角的貿易＝決

済機機を通じて生んだものでもあったーーが，「アングロ サクソンダム連合」の経済的可能

性についての検討をマーシャルに回避させ，そして「アングローサクソンダム連合」を政治的・

軍事的なものとして一一安易に一一周持ち出させた根本的理由であったように思われる。「アン

グロ サクソン夕、ム連合」の経済的可能性についての検討は当然に イギリスの産業上の主導

権喪失とアメリカへのその長期的移行という条件下で，いかに国際分業体制を再編するのかと

いう深刻な問題を提起すると同時に，「覚え書」では69節でのかすかな言及を除いてまったく

と言っていいほどふれられなかった，海外投資を軸とする当時の世界貿易＝決済機構の分析を

も要請するはずであった。

49) Reiseman, op. cit., p.252. 

50) Ibid. 

51) Max Beloff, Britαin's Liberal Empire 1897-1921, Methuen & Co., 1969, pp.9-10. 




